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こうしたことから、政府は「育成就労」制度において、大都市圏等への過度な偏在や地方からの外国人材の流出に歯
止めをかけるルールを検討しています（図表2）。具体的には、①地方の優良企業の受入人数枠の拡大、②転籍の
制限期間の設定、③転籍元企業が負担した初期費用の按分（転籍先企業の負担割合の明確化）など、地方企
業の安定的な雇用の確保や、転籍元企業のリスクに配慮した内容となる見込みです。

ただし、外国人材の安定確保には、地方の企業が「魅力ある企業」であり続けることの重要性に変わりはありません。
労働条件等の処遇改善や生活上の支援、日本語能力および技能の向上とキャリア形成支援など、監理支援機関等
とも連携し、育成・定着に向けた本質的な取り組みを強化していくことがこれまで以上に求められています。
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大都市圏への転出が深刻な地方の外国人材

「特定技能1号」の在留資格を持つ全国の外国人労働
者は2025年6月末時点で約33万人、うち「技能実習」
からの移行者は約14万人で4割超を占めています。

「特定技能1号」は、原則“転籍”が認められていない技
能実習とは異なり、働く場所や会社を自由に選択できる
ことから、資格取得のタイミングで大都市圏へ転出する者
も多く、広島県では▲1,195人の転出超過になっていま
す（図表1）。

加えて、「技能実習」制度に代わって2027年4月にスタ
ートする「育成就労」制度では、本人希望による“転籍”
が認められる見込みで、外国人材の流出がさらに加速す
る可能性もあります。

高まる外国人材流出の懸念
～動き出す「育成就労制度」の地方への配慮策～

地方企業の外国人材の安定的確保に向けて

図表1 特定技能1号移行時の転出・転入状況（暫定値）

図表2 大都市圏等への過度な偏在や地方からの人材流出の緩和策（案）

№ 項目 内容 期待される効果

① 受入人数枠
地方の優良な企業（注2）と監理支援機関は
受入れ可能な基本人数枠が3倍に拡大

・地方企業の外国人材受入の拡大
・大都市圏等への過度な偏在の抑制

② 転籍制限期間
１年（農業など9分野）～２年（技能習得に時間を要す
る造船・舶用や建設、介護など8分野）

・転籍元は一定期間の就労は確保
・初期育成投資の回収

③
転籍元が負担した

受入初期費用の按分
（渡航費、研修費等）

国が定める標準額に、転籍元での就労期間に応じた按分率
をかけた金額を、転籍先が転籍元へ支払う
例：1年で転籍した場合は6分の5

2年で転籍した場合は2分の1

・転籍元の初期投資未回収リスク軽減
・費用負担の透明化によるトラブル防止
と制度の信頼性向上

④
在籍者に占める

転籍者割合の上限
大都市圏等の企業は自社の外国人在籍数の6分の1以下
地方の企業は自社の外国人在籍数の3分の1以下

・地方での雇用安定化
・大都市圏等への過度な流出の抑制

（注1）「大都市圏等」は東京、神奈川、千葉、埼玉、愛知、大阪、京都、兵庫の8都府県（ただし過疎地域除く）、「地方」はそれ以外の地域
（注2）「優良な企業」とは、例えば、雇用する外国人材の日本語能力・技能の習得実績、法令遵守体制・実績、地域共生などへの取組状況等が良好な企業
（資料）出入国在留管理庁、厚生労働省資料よりHD経済産業調査部作成

特定技能移行に
伴う転出が多い

（注）2025年６月末時点の１号特定技能外国人のうち、技能実習
からの移行時に都道府県を跨ぐ住居地の移動があった者

（資料）出入国在留管理庁資料よりHD経済産業調査部作成
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※ ナインアウト株式会社が提供する
アンケートサイトへ遷移します。
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